
訂正又は取り下げ・・・教育事務所から案件が差し戻しされた場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                「補正」に案件がない場合は、更新をクリックする 
 
 「申請案件」をクリック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「補正待」にチェックを入れ、検索をクリック 
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  引き戻したい案件の申請番号をクリックする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     取り下げる場合は、取り下げボタンをクリック 
     画面上に確認メッセージが表示されるので再度取り下げボタンをクリック 
     取り下げ完了のメッセージが表示されたら閉じるボタンをクリック 
 訂正する場合は、訂正ボタンをクリック 
 訂正内容入力画面が表示されたら、訂正内容を入力し、完了後に確認ボタンをクリック 
 確認画面が正しければ、申請ボタンをクリック 
 訂正した帳票や送付票を印刷する 

補正待 

訂正 取り下げ コメント表示 
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